
北
宋
の
晋
山
式
と
住
持
の
職
能

千

田

た
く
ま

は
じ
め
に

晋
山
式
は
寺
院
の
住
持
就
任
儀
式
で
あ
る
が
、
そ
の
現
存
最
古
の
規
定
は
、
北
宋
（
九
六
〇
～
一
一
二
七
）
の
崇
寧
二
年
（
一
一
〇
三
）

に
刊
行
さ
れ
た
『
禅
苑
清
規
』
に
存
す
る
。
本
稿
は
そ
の
『
禅
苑
清
規
』
を
中
心
に
し
て
、
北
宋
の
晋
山
式
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
開
堂

の
意
味
と
住
持
の
職
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

東
ア
ジ
ア
史
か
ら
見
た
こ
の
北
宋
時
代
の
特
徴
に
つ
い
て
、
内
藤
湖
南
は
「
唐
宋
変
革
」
を
経
て
、「
君
主
独
裁
制
」
が
敷
か
れ
た
「
近

世
」
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
宮
崎
市
定
は
、
宋
が
再
統
一
を
な
し
て
、
中
央
集
権
的
官
僚
体
制
を
構
築
し
、
貨
幣
経
済
が
進

展
し
た
「
東
洋
的
近
世
」
の
時
代
で
あ
る
と
定
義
し
た（

１
）。

王
朝
と
仏
教
の
関
係
を
見
る
と
、
北
宋
に
先
立
つ
五
代
の
後
周
世
宗
（
九
二
一
～
九
五
九
）
が
、
王
朝
運
営
上
の
財
的
人
的
な
資
源
不

足
か
ら
仏
教
統
制
を
進
め
、
無
額
寺
院
の
廃
毀
や
僧
尼
の
出
家
制
限
な
ど
の
廃
仏
を
断
行
し
た（

２
）。

そ
の
後
周
か
ら
禅
譲
を
受
け
て
誕
生
し

た
北
宋
は
、
太
祖
（
九
二
七
～
九
七
六
）
や
太
宗
（
九
三
九
～
九
九
七
）
が
、
後
周
の
寺
院
統
制
政
策
を
継
承
し
つ
つ
も
、
一
方
で
崇
仏
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事
業
を
進
め
、
ア
メ
と
ム
チ
を
使
い
分
け
た（

３
）。

先
行
研
究
で
は
、
仏
教
僧
団
は
、
こ
の
よ
う
な
中
央
集
権
的
官
僚
体
制
化
が
進
む
宋
王
朝
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
、
皇
帝
権
力
に
従
属
し

て
い
く
と
い
う
構
図
の
も
と
、
寺
院
や
住
持
制
を
論
じ
る
こ
と
が
多
い（

４
）。

一
方
、
筆
者
は
、
宋
代
は
禅
宗
が
仏
教
や
思
想
界
の
「
共
通
言
語
」
へ
と
発
展
し
始
め
る
時
期
で
あ
る
と
推
定
し
、
そ
の
よ
う
な
発
展

変
化
の
時
期
に
、
寺
院
や
僧
団
が
、
統
一
王
朝
に
よ
る
政
治
の
官
僚
体
制
化
と
、
大
乗
菩
薩
思
想
の
広
が
り
に
よ
っ
て
、
運
営
規
則
を
小

乗
の
律
か
ら
大
乗
の
清
規
へ
と
移
行
さ
せ
始
め
、
住
持
に
求
め
る
職
能
に
も
大
乗
菩
薩
思
想
に
よ
る
利
他
の
実
践
を
付
与
さ
せ
た
と
仮
説

す
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
を
仮
に
「
大
乗
化
現
象
」
と
呼
び
、
晋
山
式
と
住
持
制
を
そ
の
具
体
相
と
し
て
捉
え
る
。
た
だ
晋
山
式
の
内
容
と
そ

の
意
味
、
さ
ら
に
住
持
が
ど
の
よ
う
な
職
能
を
有
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

い
っ
た
い
世
界
観
や
思
想
と
い
う
も
の
は
、
文
字
言
語
で
表
現
さ
れ
る
と
と
も
に
、
物
理
的
な
造
形
や
身
体
的
空
間
的
な
儀
礼
・
祭
祀

に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
る
。
特
に
集
合
的
な
世
界
観
や
思
想
は
、
儀
礼
・
祭
祀
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
、
身
体
的
行
動
を
通
し
て
社
会
化
さ

れ
て
い
く
。

そ
し
て
晋
山
式
は
、「
住
持
」
と
い
う
職
能
を
付
与
さ
れ
た
人
物
が
、
仏
教
思
想
を
流
布
す
る
技
量
を
僧
団
と
社
会
に
表
明
す
る
最
初

の
儀
礼
と
な
る
。

儀
礼
・
祭
祀
研
究
の
一
つ
の
意
義
は
、
こ
の
よ
う
な
集
合
的
な
思
想
を
分
析
理
解
す
る
点
に
存
し
、
な
か
で
も
晋
山
式
の
研
究
は
、
住

持
に
な
る
意
味
と
住
持
に
求
め
ら
れ
た
職
能
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
本
稿
で
は
『
禅
苑
清
規
』
を
中
心
資
料
と
し
て
読
解
し
な
が
ら
、
北
宋
の
晋
山
式
の
式
次
第
と
開
堂
の
意
味
、
そ
れ
に

住
持
の
職
能
を
調
査
し
て
、
そ
の
思
想
と
歴
史
的
意
味
を
探
る
。

で
は
最
初
に
、
晋
山
式
と
住
持
の
背
景
と
な
る
、
北
宋
の
僧
侶
と
住
持
任
用
手
続
き
に
つ
い
て
、
驥
尾
に
付
し
て
千
年
前
に
到
ろ
う
。
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一
　
北
宋
の
僧
団
と
住
持
任
用
手
続
き

北
宋
時
代
、
公
式
な
僧
侶
に
な
る
に
は（

５
）、

ま
ず
童
子
・
行
者
と
い
う
身
分
で
寺
院
に
寄
宿
す
る
。
そ
の
後
、
試
経
、
特
恩
、
進
納
の
三

種
に
よ
り
得
度
し
、
度
牒
を
発
給
さ
れ
、
授
戒
し
て
大
僧
と
な
る
。
そ
し
て
僧
侶
に
な
っ
た
者
た
ち
は
、「
供
帳
」
さ
れ
「
公
憑
」
を
受

け
た
。「
供
帳
」
と
は
、
中
央
で
は
左
右
街
僧
録
司
、
地
方
で
は
管
内
の
僧
正
司
が
、
僧
尼
の
戸
籍
や
住
所
な
ど
を
籍
帳
に
供
申
し
て
、

管
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
僧
侶
身
分
を
保
証
さ
れ
た
。「
公
憑
」
と
は
、
僧
侶
の
行
脚
認
可
書
で
、
修
行
僧
は
こ
れ
ら
を

携
帯
し
て
、
善
知
識
を
求
め
て
各
地
を
行
脚
遊
行
し
、
結
制
に
な
る
と
寺
院
に
掛
搭
し
て
、
大
衆
と
し
て
衆
寮
に
寝
泊
ま
り
し
て
禅
堂
で

坐
禅
を
し
、
経
蔵
な
ど
で
経
論
や
語
録
の
研
究
を
し
た
。

そ
の
大
衆
の
中
か
ら
、
有
能
な
も
の
が
監
寺
（
監
院
）、
維
那
、
典
座
、
直
歳
の
四
知
事
や
、
首
座
と
い
っ
た
頭
首
に
選
出
さ
れ
て
、

寺
院
行
政
を
執
り
行
い
、
や
が
て
老
齢
に
な
っ
て
く
る
と
、
寮
舎
を
も
ら
い
部
屋
住
み
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
共
同
体
組
織
の
な
か
か
ら
、
主
首
と
し
て
住
持
が
任
用
さ
れ
る
。
北
宋
の
住
持
任
用
手
続
き
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は

国
家
統
制
の
も
と
で
管
理
さ
れ
て
い
た
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
黄
敏
枝
氏
は
、
本
稿
で
も
後
に
取
り
上
げ
る
『
慶
元
条

法
事
類
』
の
令
を
根
拠
に
、「
可
見
十
方
住
持
雖
由
州
僧
正
司
提
供
侯
選
名
単
（
五
人
或
四
人
）、
但
是
最
後
的
決
定
権
却
是
官
府
。
所
以
、

官
方
不
僅
介
入
住
持
的
圏
選
、
而
且
還
是
全
権
決
定
、
官
僚
干
預
的
色
彩
相
当
濃
厚
、
完
全
符
合
政
府
的
管
理
目
的
。（

６
）」

と
述
べ
て
、
住

持
決
定
の
最
終
権
限
は
行
政
機
関
に
あ
り
、
住
持
の
選
定
に
も
官
僚
が
介
入
し
て
お
り
、
住
持
任
用
は
政
府
の
管
理
目
的
に
完
全
に
合
致

し
て
い
た
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
金
井
徳
幸
氏
は
、「
住
持
の
継
承
法
や
遊
行
に
関
す
る
法
規
が
、
先
ず
官
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仏

教
側
が
変
化
な
り
、
制
約
を
受
け
る
と
考
え
る
の
は
、
逆
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
禅
刹
と
、
僧
の
遊
行
の
間
に
、
必
然
的
な
関
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係
が
生
じ
た
と
こ
ろ
に
、
官
が
そ
の
状
況
を
追
認
し
、
法
規
に
整
序
し
た
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

（
７
）」

と
、
寺
院
側
の
自
治
体
制
を
、

行
政
機
関
が
追
認
し
た
と
い
う
説
を
提
示
し
た
。
つ
ま
り
現
代
用
語
で
言
え
ば
、
住
持
任
用
手
続
き
が
、
政
府
の
認
可
制
な
の
か
認
証
制

な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る（

８
）。

で
は
律
令
に
お
い
て
住
持
任
用
は
、
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
を
調
査
し
て
み
よ
う
。
北
宋
の
律
令
と
い
う
と
、
二
〇
〇
六

年
に
翻
刻
出
版
さ
れ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
天
聖
令
が
あ
る
が（

９
）、

残
念
な
が
ら
住
持
に
関
す
る
条
文
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
次

善
の
策
と
し
て
、
唐
律
令
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
北
宋
の
律
令
は
、
唐
律
令
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

か
ら
だ）

（1
（

。
そ
の
唐
律
令
の
僧
道
格
に
は
、

凡
そ
天
下
の
寺
観
の
三
綱
、
及
び
京
都
の
大
徳
、
皆
な
其
の
道
徳
の
高
妙
な
る
を
取
り
、
衆
の
推
す
所
為
る
者
を
補
充
せ
よ
。
若
し

朋
党
と
勾
合
し
、
浪
り
に
無
徳
な
る
者
を
挙
す
こ
と
有
れ
ば
、
皆
な
還
俗
な
り
。

凡
天
下
寺
観
三
綱
、
及
京
都
大
徳
、
皆
取
其
道
徳
高
妙
、
為
衆
所
推
者
補
充
。
若
有
勾
合
朋
党
、
浪
挙
無
徳
者
、
皆
還
俗）

（（
（

。

「
大
徳
」
た
る
も
の
は
、
修
行
者
と
し
て
優
秀
で
、
な
お
か
つ
周
り
か
ら
推
薦
さ
れ
る
人
格
者
を
「
補
充
（
補
任
充
当
）」
す
る
よ
う
に
と

あ
っ
て
、
推
薦
認
証
制
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
南
宋
の
嘉
泰
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
完
成
し
た
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
五
〇
、
道
釈
門
、
住
持
、
令
に
、

諸
十
方
の
寺
観
、
住
持
僧
道
闕
く
れ
ば
、
州
、
僧
道
正
司
に
委
ね
て
、
十
方
寺
観
の
主
首
を
集
め
、
年
行
学
業
有
り
て
衆
の
推
服
す

る
所
の
僧
道
を
選
挙
し
て
、
次
第
に
保
明
し
て
州
に
申
す
。
州
、
審
察
し
て
定
差
す
。
無
く
ん
ば
即
ち
他
処
の
衆
の
推
服
す
る
所
為

る
人
を
官
選
す
。
顕
ら
か
に
罪
犯
及
び
事
故
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
替
易
を
得
ず
。　
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即
ち
本
と
甲
乙
の
承
続
と
雖
も
、
其
の
徒
弟
の
願
い
て
十
方
に
改
充
す
る
者
は
聴
す
。
人
の
継
紹
す
る
無
く
或
い
は
毀
壊
し
て
、
寺

観
の
興
葺
を
能
わ
ざ
る
者
も
、
此
れ
に
准
ず
。
仍
っ
て
尚
書
礼
部
に
申
す
。

諸
十
方
寺
観
、
住
持
僧
道
闕
、
州
委
僧
道
正
司
、
集
十
方
寺
観
主
首
、
選
挙
有
年
行
学
業
衆
所
推
服
僧
道
、
次
第
保
明
申
州
。
州
審

察
定
差
。
無
即
官
選
他
処
為
衆
所
推
服
人
。
非
顕
有
罪
犯
及
事
故
、
不
得
替
易
。

即
本
雖
甲
乙
承
続
、
其
徒
弟
願
改
充
十
方
者
聴
。
無
人
継
紹
或
毀
壊
、
寺
観
不
能
興
葺
者
、
准
此
。
仍
申
尚
書
礼
部）

（1
（

。

修
行
僧
が
十
方
よ
り
参
集
す
る
寺
院
の
住
持
の
選
出
は
、
僧
司
が
そ
の
地
域
の
住
持
を
集
め
て
協
議
し
て
候
補
者
を
推
薦
し
、
そ
れ
を

関
係
者
が
順
位
認
証
し
て
い
っ
て
州
に
申
請
す
る
。そ
の
候
補
者
を
州
が
決
定
差
遣
す
る
の
だ
が
、も
し
そ
の
地
域
に
候
補
者
が
い
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
他
の
地
域
の
僧
団
が
推
薦
す
る
も
の
を
官
の
責
任
で
選
出
し
な
い
と
い
け
な
い
。
た
だ
し
州
は
、
寺
院
が
推
薦
し
た
候
補

者
に
、
明
確
な
犯
罪
や
不
慮
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
南
宋
で
は
合
議
推
薦
認
証
制
で
あ
っ
た
。

ま
た
律
令
で
は
な
い
が
、
元
代
の
『
勅
修
百
丈
清
規
』
巻
三
に
、
議
挙
住
持
と
い
う
項
目
が
あ
り
、

両
序
勤
旧
、
庫
司
に
就
い
て
会
茶
し
て
、
住
持
の
補
処
を
議
請
し
、
仍
っ
て
江
湖
名
勝
に
請
い
、
大
衆
公
同
に
選
挙
し
て
、
須
ら
く

宗
眼
明
白
に
し
て
、
徳
劭つ

と
め
年
高
く
、
行
止
廉
潔
に
し
て
、
服
す
る
に
堪
え
衆
望
せ
る
者
を
択
ぶ
べ
し
。
又
、
当
に
諸
山
の
輿
論
を

合
わ
し
て
、
然
る
後
ち
名
を
列
し
状
を
僉そ

ろ
え
て
、
所
司
に
保
申
し
て
之
を
請
せ
。（
後
略
）

両
序
勤
旧
、
就
庫
司
会
茶
、
議
請
補
処
住
持
、
仍
請
江
湖
名
勝
、
大
衆
公
同
選
挙
、
須
択
宗
眼
明
白
、
徳
劭
年
高
、
行
止
廉
潔
、
堪

服
衆
望
者
。
又
、
当
合
諸
山
輿
論
、
然
後
列
名
僉
状
、
保
申
所
司
請
之
。（
後
略）

（1
（

）

寺
院
の
役
位
お
よ
び
旧
参
が
集
ま
っ
て
、
新
命
住
持
の
任
用
を
合
議
し
て
、
各
地
に
要
請
し
推
薦
を
受
け
て
採
択
し
、
諸
寺
院
の
輿
論
を
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一
致
さ
せ
て
か
ら
、
連
名
署
名
し
た
書
類
を
整
え
て
、
所
司
に
申
請
す
る
よ
う
に
と
あ
り
、
元
代
も
合
議
推
薦
認
証
制
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
唐
か
ら
元
に
か
け
て
、
住
持
任
用
方
法
は
最
初
に
僧
団
寺
院
の
合
議
推
薦
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
州
府
が
認
証
す
る
制
度
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
類
推
し
て
、
北
宋
も
住
持
任
用
は
、
結
界
内
の
寺
院
が
合
議
推
薦
し
、
そ
れ
を
州
県
が
認
証
し
て
、
住
持
候
補
者
に
拝

請
に
出
向
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
少
な
く
と
も
住
持
任
用
に
つ
い
て
は
、
僧
団
と
北
宋
の
統
治
関
係
は
、
僧
団
の
自
治
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
官
庁
や
王
朝
が
認
証
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。

で
は
、
そ
の
自
治
共
同
体
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
住
持
が
要
請
さ
れ
就
任
す
る
の
か
を
、
北
宋
の
『
禅
苑
清
規
』
か

ら
見
て
い
こ
う
。

二
　『
禅
苑
清
規
』
の
晋
山
式
準
備
と
拝
請

『
禅
苑
清
規
』
巻
七
に
「
請
尊
宿
、尊
宿
受
疏
、尊
宿
入
院
」
と
い
う
三
項
目
が
あ
る）

（1
（

。
こ
の
三
項
目
を
現
在
の
儀
式
に
当
て
は
め
る
と
、

「
請
尊
宿
」
は
晋
山
式
と
拝
請
の
準
備
、「
尊
宿
受
疏
」
は
新
命
拝
請
、「
尊
宿
入
院
」
は
晋
山
式
当
日
と
な
る
。

以
下
、
こ
の
「
請
尊
宿
、
尊
宿
受
疏
、
尊
宿
入
院
」
を
順
番
に
読
み
解
い
て
い
く
が
、
住
持
の
拝
請
方
法
に
は
、
初
め
て
住
持
に
な
る

場
合
（
出
世
・
瑞
世
）
と
、
現
在
住
持
を
し
て
い
る
僧
（
現
住
）
が
別
の
寺
に
移
住
す
る
場
合
（
転
住
）、
な
い
し
は
一
度
退
い
た
者
が

再
度
住
持
す
る
場
合
（
再
住
）
と
で
違
い
が
あ
っ
た
。

晋
山
式
と
拝
請
の
準
備
に
つ
い
て
は
『
禅
苑
清
規
』
巻
七
の
「
請
尊
宿
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

監
院
・
維
那
が
内
、
一
人
を
推
排
し
、
外
に
頭
首
が
内
、
一
人
を
推
排
し
、
并
び
に
前
資
・
勤
旧
が
心
力
有
り
て
叢
林
に
暁
く
事
に

慣
熟
し
了
る
者
数
人
を
推
排
し
て
、
合
用
が
銭
物
・
行
李
・
人
轎
等
・
或
い
は
舟
船
を
具
え
、
要
用
が
物
・
官
疏
・
院
疏
・
僧
官
疏
・
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諸
院
長
老
疏
・
施
主
疏
・
閑
居
官
員
疏
・
住
持
帖
・
本
州
県
開
報
・
彼
処
州
県
文
牒
・
官
員
書
信
・
院
門
茶
榜
、
並
べ
て
須
ら
く
子

細
に
備
辨
し
、
如
法
に
安
置
す
べ
し
。
銭
物
が
類
い
の
如
き
は
、
須
ら
く
一
僧
を
選
ん
で
收
支
を
主
管
せ
し
め
、
多
用
な
る
を
得
ず
、

亦
た
太
だ
倹
な
る
を
得
ざ
る
べ
し
。
官
中
に
点
検
さ
る
る
を
防
避
し
、
並
び
に
声
勢
を
張
皇
し
不
意
に
出
だ
す
を
得
ざ
る
を
上
と
為

す
。

監
院
維
那
内
推
排
一
人
、
外
頭
首
内
推
排
一
人
、
并
前
資
勤
旧
推
排
有
心
力
暁
叢
林
慣
熟
了
事
者
数
人
、
具
合
用
銭
物
・
行
李
・
人

轎
等
・
或
舟
船
、
要
用
之
物
・
官
疏
・
院
疏
・
僧
官
疏
・
諸
院
長
老
疏
・
施
主
疏
・
閑
居
官
員
疏
・
住
持
帖
・
本
州
県
開
報
・
彼
処

州
県
文
牒
・
官
員
書
信
・
院
門
茶
榜
、
並
須
子
細
備
辨
、
如
法
安
置
。
如
銭
物
之
類
、
須
選
一
僧
主
管
收
支
、
不
得
多
用
、
亦
不
得

太
倹
。
防
避
官
中
点
検
、
並
不
得
張
皇
声
勢
出
於
不
意
為
上）

（1
（

。

ま
ず
要
請
す
る
寺
院
で
、
行
事
執
行
と
拝
請
準
備
の
た
め
の
諸
役
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
各
疏
、
帖
、
開
報
、
文
牒
、
書
信
、
茶
榜

と
い
っ
た
書
類
が
用
意
さ
れ
、
道
具
や
費
用
な
ど
各
種
の
銭
物
が
準
備
さ
れ
た
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
書
類
は
、
官
疏
は
州
県
官
の
上
奏
文
、
院
疏
は
寺
院
の
上
奏
文
、
僧
官
疏
は
僧
尼
統
制
官
の
上
奏
文
、
諸
院
長
老

疏
は
法
類
住
持
の
上
奏
文
、
施
主
疏
は
檀
越
の
上
奏
文
、
閑
居
官
員
疏
は
高
級
役
員
官
僚
の
上
奏
文
で
あ
る）

（1
（

。
住
持
帖
は
住
持
要
請
文
、

本
州
県
開
報
は
関
報
と
も
言
い
寺
院
所
在
の
州
県
の
報
告
書
、
彼
処
州
県
文
牒
は
住
持
予
定
者
の
地
域
の
通
行
書
。
官
員
書
信
は
官
僚
の

手
紙
、
院
門
茶
榜
は
茶
礼
の
貼
案
で
あ
る
。

支
度
が
整
う
と
拝
請
先
の
寺
院
に
向
か
い
、「
受
疏
之
法
」
つ
ま
り
拝
請
と
な
る
。
拝
請
は
、
現
住
が
転
住
す
る
の
場
合
と
、
雲
水
か

ら
初
め
て
住
持
す
る
場
合
と
で
作
法
が
異
な
る
。
ま
ず
現
在
既
に
住
持
を
し
て
い
る
人
（
見
住
持
人
）
を
、
ほ
か
の
場
所
の
寺
院
の
住
持

に
拝
請
す
る
場
合
は
、
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受
疏
の
法
。
如
し
是
れ
見
住
持
人
な
ら
ば
、
先
ず
方
丈
に
於
い
て
三
請
せ
よ
。
如
し
允
意
有
ら
ば
、
鼓
を
鳴
ら
し
て
衆
を
集
め
、
更

に
須
ら
く
辞
譲
し
已
む
を
得
ず
し
て
之
を
受
く
べ
し
。
香
薫
し
て
顕
示
し
（
当
に
法
語
有
る
べ
し
）、維
那
に
宣
読
を
請
じ
、陞
座
す
。

挙
揚
畢
れ
ば
、
下
座
し
て
知
事
・
首
座
・
大
衆
と
賀
謝
し
て
、
両
展
三
礼
す
（
賀
辞
に
云
く
、
栄
え
て
上
刹
に
遷
り
、
喜
び
叢
林
を

動
か
す
。
祖
師
増
々
輝
き
、
人
天
共
に
慶
ぶ
。
下
情
欣
躍
の
至
り
に
任
う
る
無
し
。
謝
辞
に
云
く
、
叨み

だ
り
に
請
命
を
膺う

け
て
、
宗
風

を
玷け

が
す
有
り
。
仰
い
で
諸
天
に
愧
じ
、
俯
し
て
大
衆
に
慚
ず
）。

受
疏
之
法
。
如
是
見
住
持
人
、
先
於
方
丈
三
請
。
如
有
允
意
、
鳴
鼓
集
衆
、
更
須
辞
譲
不
得
已
受
之
。
香
薫
顕
示
（
当
有
法
語
）、

請
維
那
宣
読
、
陞
座
。
挙
揚
畢
、
下
座
与
知
事
・
首
座
・
大
衆
賀
謝
、
両
展
三
礼
（
賀
辞
云
、
栄
遷
上
刹
、
喜
動
叢
林
。
祖
師
増
輝
、

人
天
共
慶
。
下
情
無
任
欣
躍
之
至
。
謝
辞
云
、
叨
膺
請
命
、
有
玷
宗
風
。
仰
愧
諸
天
、
俯
慚
大
衆
）。（
後
略）

（1
（

）

専
使
が
拝
請
状
や
疏
状
な
ど
を
持
っ
て
、
住
持
予
定
者
が
現
住
し
て
い
る
寺
院
の
方
丈
に
行
き
三
請
す
る
。
本
人
に
受
諾
す
る
意
志
が
あ

れ
ば
請
を
受
け
、
大
衆
を
集
め
て
、
再
度
固
辞
し
て
最
終
的
に
受
け
る
。
そ
し
て
拝
請
状
や
疏
状
な
ど
を
薫
香
し
披
露
し
て
、
感
謝
の
法

語
を
唱
え
る
。

そ
の
あ
と
維
那
に
宣
読
を
要
請
し
て
陞
座
す
る
と
、
維
那
が
拝
請
状
な
ど
を
宣
読
告
示
し
、
推
挙
称
揚
を
受
け
る
。
そ
れ
が
終
わ
れ
ば

下
座
し
て
、
知
事
や
首
座
、
大
衆
な
ど
と
賀
謝
の
挨
拶
を
す
る
。

そ
の
後
、
巡
寮
し
て
挨
拶
し
て
回
り
、
退
院
と
入
院
の
も
ろ
も
ろ
の
準
備
を
行
い
、
日
を
定
め
て
大
衆
や
随
行
の
も
の
と
と
も
に
、
行

脚
し
て
晋
山
寺
院
に
向
か
っ
た
。

一
方
、
大
衆
（
非
見
住
持
人
）
か
ら
初
め
て
拝
請
受
け
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
出
世
住
持
の
場
合
は
、

如
し
請
す
る
所
、
見
住
持
人
に
非
ざ
れ
ば
、
先
ず
寮
に
詣
で
て
三
請
せ
よ
。
如
し
允
意
有
ら
ば
、
住
持
人
陞
座
し
挙
げ
て
白
す
。
衆
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人
と
同と

も
に
請
に
礼
し
て
、
然
る
後
ち
住
持
人
に
礼
拝
し
て
疏
を
受
く
べ
し
。
如
し
未
だ
出
世
を
経
ざ
れ
ば
、
本
院
の
専
使
預
め
法
衣

一
條
を
備
え
よ
。
宣
疏
罷
れ
ば
、
専
使
呈
献
し
、
香
薫
し
て
顕
示
し
て
之
を
披
す
べ
し
（
当
に
法
語
有
る
べ
し
）。
如
し
已
に
出
世

を
経
る
有
れ
ば
、
即
ち
須
い
ず
。
然
る
後
ち
法
座
を
指
さ
し
て
上
座
す
（
当
に
法
語
有
る
べ
し
）。
挙
揚
畢
れ
ば
、
下
座
し
て
住
持

人
に
礼
謝
す
。
或
い
は
大
展
九
拝
、
或
い
は
両
展
三
礼
な
り
（
謝
辞
に
云
く
、
一
生
、
辨
を
取
り
、
仰
い
で
先
賢
に
愧
ず
。
三
請
既

に
勤
む
、
上
命
に
違
い
難
し
。
下
情
惶
懼
激
切
の
至
り
に
任
う
る
無
し
。
賀
詞
に
云
く
、
嚢
錘
已
に
露
れ
、
花
雨
逃
れ
難
し
。
幸
い

に
是
れ
仁
に
当
た
る
、
伏
し
て
惟
る
に
歓
慶
す
）。
次
に
知
事
・
首
座
・
大
衆
と
賀
謝
し
、
両
展
三
礼
す
（
謝
し
て
云
く
、
叨
り
に

請
命
を
膺
け
て
、
宗
風
を
玷
す
有
り
。
仰
い
で
吹
嘘
を
荷
い
て
、
感
激
に
任
え
ず
。
賀
詞
に
云
く
、
喜
び
て
人
天
の
請
を
受
け
、
栄

え
て
仏
祖
の
光
を
添
ぶ
。
下
情
欣
躍
の
至
り
に
任
う
る
無
し
）。

如
所
請
非
見
住
持
人
、
先
詣
寮
三
請
。
如
有
允
意
、
住
持
人
陞
座
挙
白
。
同
衆
人
礼
請
、
然
後
礼
拝
住
持
人
受
疏
。
如
未
経
出
世
、

本
院
専
使
預
備
法
衣
一
條
。
宣
疏
罷
、
専
使
呈
献
、
香
薫
顕
示
披
之
（
当
有
法
語
）。
如
有
已
経
出
世
、
即
不
須
也
。
然
後
指
法
座

上
座
（
当
有
法
語
）。
挙
揚
畢
、
下
座
礼
謝
住
持
人
。
或
大
展
九
拝
、
或
両
展
三
礼
（
謝
辞
云
、
一
生
取
辨
、
仰
愧
先
賢
。
三
請
既
勤
、

難
違
上
命
。
下
情
無
任
惶
懼
激
切
之
至
。
賀
詞
云
、
嚢
錘
已
露
、
花
雨
難
逃
。
幸
是
当
仁
、
伏
惟
歓
慶
）。
次
与
知
事
・
首
座
・
大

衆
賀
謝
、
両
展
三
礼
（
謝
云
、
叨
膺
請
命
、
有
玷
宗
風
。
仰
荷
吹
嘘
、
不
任
感
激
。
賀
詞
云
、
喜
受
人
天
之
請
、
栄
添
仏
祖
之
光
。

下
情
無
任
欣
躍
之
至）

（1
（

）。

専
使
が
拝
請
先
の
寺
院
に
行
き
、
候
補
者
の
い
る
寮
舎
で
三
請
す
る
。
本
人
に
承
允
の
意
志
が
あ
れ
ば
、
当
寺
院
の
住
持
が
陞
座
し
、
大

衆
に
拝
請
推
挙
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
候
補
者
は
大
衆
と
と
も
に
要
請
へ
の
謝
意
の
礼
拝
を
し
て
か
ら
、
大
衆
中

か
ら
出
て
住
持
に
礼
拝
し
、
使
者
か
ら
拝
請
状
を
受
け
る
。

初
め
て
住
持
に
な
る
場
合
は
、
拝
請
状
や
疏
状
な
ど
が
宣
示
さ
れ
る
と
、
続
い
て
専
使
か
ら
住
持
用
の
法
衣
（
迦
絺
那
衣
・
功
徳
衣
か
）
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が
布
施
献
呈
さ
れ
る
。
そ
れ
を
候
補
者
は
、
薫
香
し
て
か
ら
顕
示
し
て
法
語
を
唱
え
て
法
衣
を
着
る
。

そ
れ
が
終
わ
れ
ば
、
法
座
を
指
さ
し
法
語
を
唱
え
上
座
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
多
宝
塔
如
来
が
釈
尊
に
半
座
を
分
け
与
え
、
釈
尊
が

摩
訶
迦
葉
尊
者
に
半
座
を
分
け
与
え
た
故
事
を
体
現
し
て
お
り
、
維
那
が
拝
請
状
や
疏
状
な
ど
を
宣
読
す
る
の
を
聞
き
、
推
挙
称
揚
を
受

け
る
。
そ
し
て
下
座
し
て
住
持
を
礼
拝
し
た
後
に
、
知
事
や
首
座
、
大
衆
な
ど
と
賀
謝
の
挨
拶
を
す
る
。
そ
の
後
、
書
類
を
整
え
日
を
定

め
て
行
脚
し
て
晋
山
予
定
の
寺
院
に
向
う
こ
と
と
な
る
。

三
　『
禅
苑
清
規
』
の
晋
山
式

晋
山
予
定
の
寺
院
ま
で
行
脚
し
、
寺
院
に
到
着
す
る
と
、
晋
山
式
が
行
わ
れ
る
。
尊
宿
入
院
の
「
入
院
之
法
」
で
は
、
最
初
に
晋
山
寺

院
ま
で
の
旅
上
で
の
迎
接
や
礼
拝
作
法
が
説
明
さ
れ
て
、
続
い
て
入
院
挂
搭
の
儀
式
が
示
さ
れ
る
。

入
院
の
法
。
新
住
持
人
は
包
を
打
し
て
前
に
在
り
、
参
随
は
後
に
在
り
。
如
し
迎
接
に
遇
わ
ば
、
或
い
は
笠
を
下
し
杖
を
斂
め
て
問

訊
し
、
或
い
は
右
手
略お

よ
そ
笠
の
縁
を
把
っ
て
低
身
す
る
の
み
。
或
い
は
座
に
就
い
て
茶
湯
す
る
を
請
ぜ
ら
る
る
も
、
但
だ
笠
を
卸
し

杖
を
倚も

た
し
て
坐
に
就
く
の
み
に
し
て
、
包
を
卸
す
べ
か
ら
ず
（
尊
宿
に
於
い
て
は
問
訊
し
て
云
く
、
路
次
未
だ
威
儀
を
具
し
て
礼
拝

す
る
を
得
ず
、
と
。
官
員
に
於
い
て
は
祇
だ
揖
し
て
云
く
、
路
次
衣
服
便
な
ら
ず
、
且
に
望
む
ら
く
は
罪
せ
ざ
れ
、
と
）。

入
院
し
て
三
門
下
に
於
い
て
焼
香
す
（
当
に
法
語
有
る
べ
し
）。
僧
堂
前
に
就
け
ば
包
を
解
き
了
り
て
、
後
架
に
洗
脚
せ
よ
。
入
堂

し
て
聖
僧
に
参
じ
て
焼
香
し
、
参
随
と
同
に
大
展
三
拝
し
、
同
に
巡
堂
一
匝
す
。
維
那
、
位
に
就
く
を
請
ず
れ
ば
、
触
礼
三
拝
す
。

挂
搭
し
訖
れ
ば
、
新
住
持
の
人
、
先
ず
大
殿
に
到
り
、
次
に
土
地
堂
、
次
に
真
堂
と
、
并な

べ
て
声
法
事
し
て
焼
香
す
。
知
事
請
ず
れ

ば
、
方
丈
に
入
り
座
に
据
る
。
顕
示
し
訖
れ
ば
、
知
事
礼
謝
し
、
略
そ
人
客
と
相
見
す
。
須し

ば
ら臾

く
し
て
鼓
を
鳴
ら
し
て
升
堂
し
、
次
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第
に
人
事
す
。
賀
謝
は
解
結
の
礼
の
如
し
（
賀
詞
に
云
く
、
伏
し
て
承
う
象
駕
し
て
光
り
法
筵
に
据
る
を
。
下
情
喜
躍
の
至
り
に
任

う
る
無
し
。
謝
詞
に
云
く
、
自
ら
慚
ず
非
器
に
し
て
窃
か
に
名
藍
に
据
わ
る
を
。
下
情
惶
恐
の
至
り
に
任
う
る
無
し
）。

至
晩
小
参
は
、
三
日
を
准
と
為
す
。
次
日
早
晨
に
看
官
し
て
、
次
第
に
人
事
す
。
択
日
開
堂
纔つ

い
に
到
り
て
、
人
事
稍よ

う
やく

定
む
。
便

ち
合
に
特
為
の
専
使
・
参
随
、
并
び
に
迎
請
の
官
員
・
施
主
、
及
び
前
資
・
勤
旧
相
い
伴
う
べ
し
（
参
随
の
人
、
礼
は
須
ら
く
和
会

す
べ
し
。
未
だ
入
院
せ
ざ
る
前
、
先
馳
を
し
て
別
に
一
寮
を
打
畳
せ
し
め
安
置
す
。
候
、
定
畳
せ
ば
、
諸
寮
に
散
入
す
）。

入
院
之
法
。
新
住
持
人
打
包
在
前
、
参
随
在
後
。
如
遇
迎
接
、
或
下
笠
斂
杖
問
訊
、
或
右
手
略
把
笠
縁
低
身
。
或
請
就
座
茶
湯
、
但

卸
笠
倚
杖
就
坐
、
不
可
卸
包
（
於
尊
宿
問
訊
云
、
路
次
未
得
具
威
儀
礼
拝
。
於
官
員
祇
揖
云
、
路
次
衣
服
不
便
、
且
望
不
罪
）。

入
院
於
三
門
下
焼
香
（
当
有
法
語
）。
就
僧
堂
前
解
包
了
、
後
架
洗
脚
。
入
堂
参
聖
僧
焼
香
、
同
参
随
大
展
三
拝
、
同
巡
堂
一
匝
。

維
那
請
就
位
、
触
礼
三
拝
。
挂
搭
訖
、
新
住
持
人
、
先
到
大
殿
、
次
土
地
堂
、
次
真
堂
、
并
声
法
事
焼
香
。
知
事
請
、
入
方
丈
据
座
。

顕
示
訖
、
知
事
礼
謝
、
略
与
人
客
相
見
。
須
臾
鳴
鼓
升
堂
、
次
第
人
事
。
賀
謝
如
解
結
之
礼
（
賀
詞
云
、
伏
承
象
駕
、
光
据
法
筵
。

下
情
無
任
喜
躍
之
至
。
謝
詞
云
、
自
慚
非
器
、
窃
据
名
藍
。
下
情
無
任
惶
恐
之
至
）。

至
晩
小
参
、
三
日
為
准
。
次
日
早
晨
看
官
、
次
第
人
事
。
択
日
開
堂
纔
到
、
人
事
稍
定
。
便
合
特
為
専
使
・
参
随
、
并
迎
請
官
員
・

施
主
、
及
前
資
・
勤
旧
相
伴
（
参
随
人
礼
須
和
会
。
未
入
院
前
、
令
先
馳
別
打
畳
一
寮
安
置
。
候
定
畳
、
散
入
諸
寮）

（1
（

）。

行
脚
の
途
中
で
、
歓
待
に
あ
っ
て
も
荷
物
は
下
ろ
さ
ず
に
問
訊
す
る
よ
う
に
と
あ
り
、
僧
侶
は
俗
人
僧
侶
に
関
係
な
く
挨
拶
を
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
大
乗
的
現
象
の
一
端
と
見
て
取
れ
る
。

三
門
に
到
着
す
る
と
焼
香
し
法
語
を
唱
え
る
。
そ
の
の
ち
僧
堂
（
禅
堂
）
に
向
か
い
、
旅
装
を
解
い
て
、
禅
堂
後
の
洗
い
場
（
後
架
・

便
所
）
で
洗
足
し
て
二
便
往
来
し
て
か
ら
、
入
堂
し
て
随
行
者
と
と
も
に
聖
僧
に
焼
香
し
大
展
三
拝
、
巡
堂
し
て
、
帰
位
し
て
首
座
お
よ

び
大
衆
と
触
礼
三
拝
し
て
、
掛
搭
の
手
続
き
と
大
衆
と
の
挨
拶
を
お
え
る
。
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つ
づ
い
て
仏
殿
（
大
雄
宝
殿
）、
土
地
堂
、
祖
師
堂
（
真
堂
）
で
声
明
を
唄
し
て
焼
香
す
る
。
終
わ
る
と
方
丈
に
入
っ
て
座
に
拠
り
「
顕

示
」
さ
れ
る
。
資
料
で
は
方
丈
で
何
を
顕
示
す
る
か
不
詳
だ
が
、
お
そ
ら
く
法
衣
や
帖
疏
を
顕
示
し
た
と
仮
定
し
て
お
く
。
そ
の
後
、
法

堂
に
法
鼓
出
頭
し
て
、
順
次
挨
拶
が
あ
り
、
祝
賀
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
夕
方
に
な
る
と
そ
の
寺
院
の
大
衆
と
の
問
答
説
法
い
わ
ゆ
る

「
当
晩
小
参
」
が
な
さ
れ
る
。「
小
参
」
は
三
日
間
が
標
準
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
晋
山
式
の
翌
朝
、
官
庁
に
答
礼
に
出
向
き
、
順
次
挨
拶

に
回
る
。
そ
の
後
、
選
定
日
に
開
堂
を
行
う
と
、
や
っ
と
世
間
儀
礼
が
終
わ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
儀
式
は
、
専
使
、
参
随
、
官
員
、
施
主
、

前
資
、
勤
旧
も
一
緒
に
同
行
し
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
『
禅
苑
清
規
』
の
晋
山
式
は
七
つ
の
場
面
で
構
成
さ
れ
る
。
一
、
入
門
と
僧
堂
掛
搭
、
二
、
諸
殿
堂
で
の
法
会
、
三
、

方
丈
で
の
住
持
手
続
き
と
相
見
、
四
、
升
堂
説
法
し
て
祝
賀
、
五
、
当
晩
小
参
、
六
、
答
礼
、
七
、
開
堂
で
あ
る
。
こ
れ
が
晋
山
式
の
基

本
構
成
と
な
る
。

晋
山
式
の
最
後
に
記
述
さ
れ
て
い
る
開
堂
は
、「
択
日
開
堂
」
と
あ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
内
容
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
北
宋
の
開

堂
が
、
ど
の
よ
う
な
儀
式
な
の
か
を
次
に
考
察
し
よ
う
。

四
　
開
堂
の
意
味

北
宋
の
開
堂
に
つ
い
て
、
大
観
二
年
（
一
一
〇
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
祖
庭
事
苑
』
巻
八
の
雑
志
門
に
、
次
の
よ
う
に
註
釈
さ
れ
て
い

る
。

開
堂
、
迺
ち
訳
経
院
の
儀
式
な
り
。
毎
歳
の
誕
節
、
必
ず
新
経
を
訳
し
て
上
進
し
、
一
人
の
寿
を
祝
ぐ
。
前
両
月
、
二
府
皆
な
集
い
、

以
て
翻
訳
を
観
る
、
之
を
開
堂
と
謂
う
。
前
一
月
、
訳
経
使
と
潤
文
官
と
又
た
集
い
、
以
て
新
経
を
進
む
、
之
を
開
堂
と
謂
う
。
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今
、
宗
門
、
長
老
住
持
に
演
法
の
初
む
を
命
ず
る
を
、
亦
た
以
て
之
を
開
堂
と
謂
う
者
は
、
謂
わ
ゆ
る
仏
祖
の
正
法
眼
蔵
を
演
じ
、

天
筭
を
上
祝
し
、
又
た
四
海
生
霊
の
福
を
以
為
う
ゆ
え
、
是
れ
亦
た
之
れ
を
開
堂
と
謂
う
な
り
。

開
堂
、
迺
訳
経
院
之
儀
式
。
毎
歳
誕
節
、
必
訳
新
経
上
進
、
祝
一
人
之
寿
。
前
両
月
、
二
府
皆
集
、
以
観
翻
訳
、
謂
之
開
堂
。
前
一

月
、
訳
経
使
、
潤
文
官
又
集
、
以
進
新
経
、
謂
之
開
堂
。

今
宗
門
、
命
長
老
住
持
演
法
之
初
、
亦
以
謂
之
開
堂
者
、
謂
演
仏
祖
正
法
眼
蔵
、
上
祝
天
筭
、
又
以
為
四
海
生
霊
之
福
、
是
亦
謂
之

開
堂
也）

11
（

。

開
堂
に
は
二
つ
の
儀
式
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
訳
経
院
の
儀
式
で
、
皇
帝
の
誕
生
節
に
、
必
ず
新
し
い
経
典
を
翻
訳
進
上
し
て
、
皇
帝
一

人
の
長
寿
を
祝
う
の
だ
が
、
そ
の
二
ヶ
月
前
に
、
中
央
の
政
治
を
司
る
中
書
門
下
と
軍
政
を
司
る
枢
密
院
と
の
二
府
が
集
ま
り
、
翻
訳
事

業
を
観
る
儀
式
と
、
一
ヶ
月
前
に
、
訳
経
使
と
潤
文
官
が
新
経
を
進
上
す
る
儀
式
を
開
堂
と
言
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
住
持
に
命
じ
て
説

法
を
始
め
さ
せ
る
の
を
開
堂
と
い
い
、
そ
れ
は
仏
法
を
開
演
し
て
、
人
々
と
天
候
の
安
定
を
祝
う
と
と
も
に
、
世
界
万
物
の
幸
福
を
祈
念

す
る
も
の
だ
と
あ
る
。

で
は
こ
の
二
つ
の
開
堂
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
資
料
や
先
行
研
究
を
調
査
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
訳
経
院
の
開
堂
だ
が
、
こ
れ
は
黄
啓
江

氏
な
ど
の
研
究
に
よ
る
と
、
訳
経
院
は
経
典
を
翻
訳
す
る
王
立
施
設
で
（
後
に
伝
法
院
と
改
名
さ
れ
る
）、
そ
の
訳
経
院
で
皇
帝
の
誕
生

日
に
翻
訳
成
果
を
進
上
し
た
。
そ
れ
は
宋
室
が
実
施
し
た
功
徳
回
向
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
訳
経
院
は
、
太
平
興
国
五
年
（
九
八
〇
）

に
設
置
さ
れ
た
が
、
元
豊
五
年
（
一
〇
八
二
）
に
廃
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
訳
経
院
の
開
堂
は
、
一
一
世
紀
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ

た）
1（
（

。も
う
一
つ
の
開
堂
、
住
持
の
最
初
の
説
法
問
答
法
会
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
宋
以
前
の
開
堂
の
例
と
し
て
、
南
漢
の
大
宝
七
年
（
九
六
四
）

に
立
て
ら
れ
た
『
大
漢
韶
州
雲
門
山
大
覚
禅
寺
大
慈
雲
匡
聖
宏
明
大
師
碑
銘
』
に
例
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
雲
門
と
南
漢
高
祖
の
劉
龔
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（
八
八
九
～
九
四
二
）
が
、
九
一
八
年
、
韶
陽
（
広
東
省
韶
関
市
）
の
霊
樹
寺
に
お
い
て
対
面
し
て
問
答
説
法
し
、

師
、
是
の
時
、
詔
を
奉
じ
て
対
揚
し
、
便
令
ち
説
法
す
。
授
く
る
に
章
服
を
以
て
し
、
次
年
又
た
賜
う
。
本
州
に
於
い
て
軍
民
の
為

に
開
堂
し
、
師
、
知
聖
の
筵
に
拠
り
、
雪
峰
の
法
を
説
く
。
牧
守
何
希
範
礼
足
し
て
曰
く
。（
後
略
）

師
是
時
、
奉
詔
対
揚
、
便
令
説
法
。
授
以
章
服
、
次
年
又
賜
。
於
本
州
為
軍
民
開
堂
、
師
拠
知
聖
筵
、
説
雪
峰
法
。
牧
守
何
希
範
礼

足
曰
。（
後
略）

11
（

）

と
、
翌
年
頃
に
開
堂
し
て
い
る
が
、
雲
門
は
、
軍
民
の
為
に
開
堂
を
行
な
い
、
前
住
職
知
聖
禅
師
の
説
法
の
場
を
引
き
継
ぎ
、
雪
峰
禅
師

の
教
え
を
説
法
し
、
韶
州
刺
史
の
何
希
範
が
礼
足
し
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
五
代
南
漢
で
の
開
堂
は
、
広
く
民
間
に
仏
法
を
公
開
説
示
し
、

世
俗
教
化
を
開
始
す
る
場
で
、
こ
の
時
は
刺
史
な
ど
の
世
俗
身
分
に
関
係
な
く
和
尚
に
礼
拝
し
た
。

北
宋
の
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
一
二
の
幽
州
談
空
章
に
も
、

幽
州
談
空
禅
師
の
こ
と
。
鎮
州
牧
、
姑
有
り
て
尼
と
為
り
、
行
脚
よ
り
廻
り
て
、
開
堂
し
て
人
の
為
に
せ
ん
と
欲
す
。
牧
云
く
、
乞

う
師
、
勘
過
せ
よ
。
師
問
う
て
云
く
、
見
説
く
な
ら
く
汝
開
堂
し
て
人
の
為
に
せ
ん
と
欲
す
と
、
是
な
る
や
否
や
。
尼
云
く
、
是
。

師
云
く
、
尼
は
是
れ
五
障
の
身
、
汝
作
麼
生
か
人
の
為
に
せ
ん
。（
後
略
）

幽
州
談
空
禅
師
。
鎮
州
牧
有
姑
為
尼
、
行
脚
廻
、
欲
開
堂
為
人
。
牧
云
、
乞
師
勘
過
。
師
問
云
、
見
説
汝
欲
開
堂
為
人
、
是
否
。
尼

云
、
是
。
師
云
、
尼
是
五
障
之
身
、
汝
作
麼
生
為
人
。（
後
略）

11
（

）

と
あ
り
、
北
宋
で
も
開
堂
は
、
自
利
行
か
ら
「
為
人
度
生
」
の
利
他
行
へ
転
ず
る
、「
出
世
」
儀
式
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
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先
の
雲
門
碑
銘
に
は
、
刺
史
が
開
堂
に
参
集
し
て
和
尚
を
礼
足
し
た
と
い
う
例
が
あ
っ
た
が
、『
天
聖
広
灯
録
』
で
も
巻
一
三
の
金
沙

章
に
「
開
堂
の
日
、
州
主
并
び
に
在
城
の
官
僚
集
う
。
時
に
僧
有
り
て
問
う
、
昔
日
梵
王
親
し
く
仏
に
請
い
、
迦
葉
白
槌
す
、
事
若
何
。

師
云
く
（
開
堂
日
、
州
主
并
在
城
官
僚
集
。
時
有
僧
問
、
昔
日
梵
王
親
請
仏
、
迦
葉
白
槌
、
事
若
何
。
師
云
）」
と
あ
り
、
巻
二
九
の
広

慧
志
全
章
に
「
祥
符
中
、
信
州
の
牧
、
開
堂
を
請
う
（
祥
符
中
、
信
州
牧
請
開
堂
）」
と
あ
り
、
巻
二
九
、
報
本
義
円
章
に
「
開
堂
の
日
、

州
牧
と
大
衆
と
既
に
集
う
。
師
拈
香
し
畢
る
。
僧
問
う
（
開
堂
日
、
州
牧
与
大
衆
既
集
。
師
拈
香
畢
。
僧
問
）」
と
あ
る）

11
（

。

つ
ま
り
開
堂
は
、
釈
尊
の
「
梵
天
勧
請
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
州
の
長
官
な
ど
が
住
持
に
説
法
を
要
請
し
、
な
お
か
つ
当
日
に
長
官
官
僚

を
は
じ
め
民
衆
が
参
集
す
る
儀
式
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

ま
た
南
宋
資
料
だ
が
、
仏
教
外
か
ら
の
情
報
と
し
て
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
が
『
朱
子
語
類
』
で
、
開
堂
に
つ
い
て
批
判
的

な
事
例
を
挙
げ
て
お
り
、

頃
、
曾
孝
敘
、
青
州
に
知
と
な
る
。
一
僧
に
開
堂
を
請
う
、
観
る
者
甚
だ
衆
し
。
其
の
僧
忽
ち
云
く
、
此
の
知
州
是
れ
爾
、
青
州
半

面
の
天
子
と
。
孝
敘
、
大
い
に
皇
恐
し
て
、
即
時
に
自
劾
し
、
此
の
僧
を
枷
し
て
獄
に
送
る
。

頃
曾
孝
敘
知
青
州
。
請
一
僧
開
堂
、
観
者
甚
衆
。
其
僧
忽
云
、
此
知
州
是
爾
、
青
州
半
面
天
子
。
孝
敘
大
皇
恐
、
即
時
自
劾
、
枷
此

僧
送
獄）

11
（

。

こ
こ
で
も
青
州
刺
史
の
曾
孝
敘
が
、
開
堂
を
要
請
し
て
出
席
し
て
お
り
、
檀
越
の
布
施
に
よ
る
開
催
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

さ
て
開
堂
の
式
次
第
に
つ
い
て
は
、
北
宋
の
『
建
中
靖
国
続
灯
録
』
巻
六
の
大
覚
懐
璉
章
に
、

師
、
皇
祐
二
年
十
二
月
十
九
日
、
仁
宗
皇
帝
、
宣
し
て
後
苑
の
化
成
殿
に
入
ら
し
め
、
一
に
開
堂
時
の
儀
範
に
依
ら
し
め
、
陞
座
説
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法
せ
し
む
。

師
、
皇
祐
二
年
十
二
月
十
九
日
、
仁
宗
皇
帝
宣
入
後
苑
化
成
殿
、
令
一
依
開
堂
時
儀
範
、
陞
座
説
法）

11
（

。

と
、皇
祐
二
年
（
一
〇
五
〇
）
の
宮
中
化
成
殿
で
の
登
座
説
法
が
、開
堂
の
儀
範
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
た
と
あ
り
、一
定
の
式
次
第
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
化
成
殿
で
の
次
第
を
見
る
と
、
ま
ず
左
街
副
僧
録
の
清
満
が
謝
恩
し
て
啓
白
し
た
あ
と
、
懐
璉
が
陞
座
し
て
拈

香
祝
聖
し
て
か
ら
坐
を
敷
く
。
す
る
と
華
厳
禅
師
が
白
槌
し
て
「
法
筵
云
々
」
の
語
を
唱
え
て
問
答
の
開
始
を
告
げ
、
懐
璉
が
釣
語
（
垂

語
）
し
て
、
問
答
が
始
ま
り
、
最
後
に
提
綱
が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

た
だ
し
一
点
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
懐
璉
の
開
堂
で
は
、
祝
聖
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
祝
聖
は
定
例
儀
式
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
実
際
、
北
宋
の
多
く
の
開
堂
で
は
祝
聖
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
前
出
の
『
天
聖
広
灯
録
』
巻
二
九
、
報
本
義
円
章
で
は

「
開
堂
日
、
州
牧
与
大
衆
既
集
。
師
拈
香
畢
。
僧
問
」
と
、
拈
香
は
行
わ
れ
て
い
る
が
祝
聖
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

開
堂
で
祝
聖
が
行
わ
れ
る
の
は
、
下
賜
や
勅
許
が
あ
っ
た
と
き
の
み
で
、
皇
室
の
帰
依
と
布
施
に
対
し
て
、
僧
侶
が
「
人
事
」
す
る
、

つ
ま
り
あ
え
て
人
情
に
従
っ
て
謝
意
を
表
す
も
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
は
北
宋
の
殿
試
が
、
科
挙
官
僚
制
度
に
対
す
る
君
主
独
裁
権
（
皇
権
）

の
発
動
で
あ
る
の
と
類
似
し
て
、
州
県
と
い
う
官
僚
認
証
制
度
に
対
す
る
皇
権
の
発
動
を
表
す
現
象
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
組
織
に
お
け
る

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
立
案
に
対
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
指
示
命
令
で
あ
る
。

つ
ま
り
北
宋
の
開
堂
に
お
け
る
祝
聖
は
定
例
儀
式
で
は
な
く
、
皇
帝
皇
室
か
ら
勅
旨
臨
席
や
献
香
布
施
が
あ
っ
た
場
合
に
、
皇
帝
か
ら

の
下
賜
勅
許
へ
の
謝
意
と
し
て
開
堂
に
挿
入
さ
れ
る
臨
時
儀
式
で
あ
る）

11
（

。

以
上
か
ら
導
か
れ
る
、
北
宋
に
お
け
る
寺
院
の
開
堂
を
ま
と
め
る
と
、
式
次
第
の
基
本
骨
格
は
参
集
、
登
座
、
白
槌
、
釣
語
（
垂
語
）、

提
綱
で
あ
る
。
主
催
者
は
檀
越
で
、
官
僚
な
ど
士
人
層
が
多
い
よ
う
で
、
費
用
も
そ
の
士
人
層
で
あ
る
。
参
集
者
は
官
僚
は
じ
め
民
衆
が

集
い
、
い
わ
ば
寺
院
を
場
と
し
た
「
祝
祭
的
」
意
味
が
あ
っ
た
。
内
容
は
住
持
が
法
堂
や
法
座
に
登
り
、
大
衆
の
僧
と
問
答
説
法
す
る
。
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そ
の
意
図
は
、
衆
生
済
度
の
開
始
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
天
候
・
施
主
・
万
物
の
福
寿
を
祈
祷
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

五
　
北
宋
の
住
持
の
職
能

さ
て
最
後
に
、
北
宋
の
住
持
に
は
、
ど
の
よ
う
な
職
能
を
求
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
存
在
意
義
が
あ
っ
た
の
か
を
、『
禅
苑
清
規
』
巻

七
の
尊
宿
住
持
か
ら
探
ろ
う
。
尊
宿
住
持
に
は
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

仏
の
揚
化
に
代
っ
て
、
表
異
し
知
事
す
、
故
に
伝
法
と
云
う
。
お
の
お
の
一
方
に
処
し
て
、
仏
の
慧
命
を
続
ぐ
、
斯
れ
を
住
持
と
曰

う
。
初
転
法
輪
す
る
を
、
命
じ
て
出
世
と
為
す
。
師
承
、
拠
有
る
を
、
乃
ち
伝
灯
と
号
す
。　

代
仏
揚
化
、
表
異
知
事
、
故
云
伝
法
。
各
処
一
方
、
続
仏
慧
命
、
斯
曰
住
持
。
初
転
法
輪
、
命
為
出
世
。
師
承
有
拠
、
乃
号
伝
灯）

11
（

。

つ
ま
り
住
持
に
は
、「
伝
法
、
住
持
、
出
世
、
伝
灯
」
と
い
う
よ
う
に
四
つ
の
職
能
が
必
要
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
、
伝
法

者
と
し
て
、
仏
の
発
揚
教
化
に
代
わ
っ
て
、
仏
法
に
通
暁
し
教
示
し
て
い
く
。
二
、
住
持
者
と
し
て
、
行
脚
せ
ず
寺
院
に
止
住
し
て
、
仏

法
の
命
脈
・
目
標
を
継
続
さ
せ
る
。
三
、
出
世
者
と
し
て
、
世
間
に
教
化
説
法
し
て
い
く
。
四
、
伝
灯
者
と
し
て
、
言
動
に
法
灯
継
承
の

根
拠
を
持
つ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
四
つ
の
職
能
が
求
め
ら
れ
る
背
景
に
は
、
北
宋
の
以
下
の
四
つ
の
状
況
が
あ
る
。
ま
ず
五
代
か
ら
宋
代
は
、
後
周
の
世
宗

の
法
難
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
に
寄
生
し
利
用
し
よ
う
と
す
る
人
口
が
増
大
し
、
ま
た
教
団
制
度
そ
の
も
の
も
時
代
に
そ
ぐ
わ
ず
、

公
私
混
同
が
進
み
制
度
疲
労
を
お
こ
し
て
い
た
。
そ
れ
を
刷
新
す
る
た
め
に
、
無
一
物
・
無
所
有
を
表
彰
し
指
導
す
る
「
伝
法
」
が
必
要

と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
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次
に
僧
侶
の
行
脚
遍
参
の
風
習
が
挙
げ
ら
れ
る
。
北
宋
で
は
修
行
者
は
制
間
に
は
、
霊
地
や
高
僧
を
求
め
て
各
地
を
行
脚
し
、
制
中
に

は
安
居
し
仏
法
を
学
ん
だ
、
そ
の
流
動
す
る
修
行
者
の
た
め
に
、
住
持
は
寺
院
に
留
ま
っ
て
、
旦
過
者
掛
搭
者
を
接
化
し
提
唱
す
る
、「
住

持
」
が
必
要
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
教
宗
や
律
宗
の
よ
う
に
、
寺
院
に
こ
も
っ
て
経
典
を
研
究
し
、
律
を
墨
守
し
、
僧
侶
だ
け
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
先
程

見
た
開
堂
の
よ
う
に
、
衆
生
済
度
な
い
し
は
世
俗
に
対
応
し
て
い
く
、「
出
世
」
の
役
割
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。

最
後
に
「
伝
灯
」
の
師
承
が
必
要
と
さ
れ
た
。
師
承
と
は
評
価
認
証
を
受
け
て
根
拠
を
得
る
こ
と
で
、
組
織
的
に
は
指
導
者
の
質
を
保

証
す
る
こ
と
、
個
人
的
に
は
言
動
に
宗
教
的
根
拠
を
持
つ
こ
と
で
、
既
に
五
代
の
清
凉
文
益
（
八
八
五
～
九
五
八
）
の
『
宗
門
十
規
論
』

挙
令
提
綱
不
知
血
脈
第
三
に
、

夫
れ
宗
乗
を
挙
唱
し
て
、
法
要
を
提
綱
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
若
し
血
脈
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
皆
な
是
れ
妄
称
に
し
て
異
端
な
り
。

夫
欲
挙
唱
宗
乗
、
提
綱
法
要
、
若
不
知
於
血
脈
、
皆
是
妄
称
異
端）

1（
（

。

と
あ
っ
て
、
血
脈
・
祖
統
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
宋
に
入
っ
て
も
、
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
完
成
し
た
『
景
徳
伝
灯
録
』
を

初
め
と
す
る
灯
史
の
制
作
や
、
仏
日
契
嵩
（
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
）
と
天
台
の
四
明
知
礼
（
九
六
〇
～
一
〇
二
八
）
と
の
間
で
の
祖
統

説
論
争
が
あ
り
、
祖
統
（
法
系
）
意
識
の
高
ま
り
が
見
て
取
れ
る
が
、
そ
の
原
因
や
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
を
必
要
と
す
る
。

ま
た
『
禅
苑
清
規
』
に
あ
っ
て
は
、
嗣
法
関
係
の
表
明
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
南
宋
を
待
つ
。

つ
ま
り
北
宋
の
住
持
に
は
、
伝
法
＝
洞
察
力
と
指
導
力
、
住
持
＝
組
織
運
営
力
、
目
標
設
定
力
、
出
世
＝
表
現
力
、
説
得
力
、
伝
灯
＝

連
続
性
と
正
当
性
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
社
会
と
共
同
体
の
両
方
で
公
共
性
を
持
ち
、
仏
教
の
目
標
を
明
確
に
し
て
、
広
く
人
々
に
認
証

さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
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ま
と
め

『
禅
苑
清
規
』
を
中
心
資
料
に
、
北
宋
の
晋
山
式
と
開
堂
、
そ
れ
に
住
持
の
職
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ま
ず
北
宋

の
住
持
任
用
手
続
き
は
、
地
域
寺
院
が
合
議
推
薦
し
て
、
そ
れ
を
州
県
の
刺
史
が
認
証
す
る
合
議
推
薦
認
証
制
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
金
井

徳
幸
氏
の
主
張
に
近
い
。

晋
山
式
の
次
第
は
要
請
側
の
寺
院
が
、
州
県
の
各
疏
や
帖
、
開
報
、
文
牒
と
い
っ
た
書
類
を
準
備
し
、
各
種
の
銭
物
を
整
え
て
、
拝
請

に
出
向
く
。

拝
請
で
は
、
候
補
者
の
寮
舎
や
方
丈
な
ど
の
居
室
で
、
非
公
式
に
三
請
い
わ
ゆ
る
三
顧
の
礼
に
よ
っ
て
要
請
し
、
候
補
者
に
受
意
が
あ

れ
ば
、
公
式
に
一
山
大
衆
を
集
め
て
拝
請
を
行
う
。
拝
請
で
は
最
初
に
要
請
を
受
け
て
、
各
疏
や
帖
を
薫
じ
宣
読
を
請
じ
て
登
座
す
る
が
、

初
め
て
住
持
す
る
場
合
は
、
こ
の
時
に
住
持
用
の
法
衣
を
布
施
さ
れ
改
衣
し
て
登
座
す
る
。
下
座
す
る
と
一
山
の
知
事
や
大
衆
と
賀
謝
の

挨
拶
を
す
る
。

そ
の
後
、
準
備
を
し
て
晋
山
先
の
寺
院
へ
向
か
い
、
到
着
す
る
と
晋
山
式
と
な
る
。
晋
山
式
の
式
次
第
は
、
三
門
焼
香
→
僧
堂
掛
搭
→

仏
殿
焼
香
→
土
地
堂
焼
香
→
祖
師
堂
焼
香
→
方
丈
拠
座
→
法
堂
法
鼓
出
頭
→
升
堂
祝
賀
挨
拶
→
当
晩
小
参
（
三
日
間
）
→
翌
日
答
礼
→
後

日
開
堂
と
い
う
順
番
で
あ
っ
た
。

北
宋
の
開
堂
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
一
つ
は
訳
経
院
の
儀
式
を
指
し
、
も
う
一
つ
は
寺
院
に
住
持
就
任
後
、
初
め
て
俗
人
を
集
め

て
説
法
問
答
を
披
露
す
る
の
を
指
す
。
寺
院
の
開
堂
の
式
次
第
は
参
集
→
登
座
→
白
槌
→
釣
語
→
提
綱
と
い
う
順
番
で
、檀
越
が
開
催
し
、

官
僚
以
下
民
衆
が
集
い
、
住
持
が
法
座
に
登
っ
て
大
衆
と
問
答
説
法
し
、
天
候
・
施
主
・
万
物
の
福
寿
を
祈
祷
し
、
衆
生
済
度
の
力
量
を

見
せ
、
衆
生
済
度
の
開
始
を
宣
言
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
皇
帝
の
長
寿
を
祈
る
「
祝
聖
」
は
、
い
ま
だ
定
式
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
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ま
た
寺
院
内
や
宗
教
儀
式
に
限
れ
ば
、「
人
事
＝
世
間
的
礼
節
」
を
行
い
つ
つ
も
「
不
拝
俗
人
」
を
守
っ
て
お
り
、
仏
教
の
超
俗
性
が

保
た
れ
て
い
た
。
そ
し
て
護
国
仏
教
の
象
徴
で
仏
法
の
王
法
へ
の
従
属
を
表
す
と
さ
れ
て
い
る
「
祝
聖
開
堂
」
も
、
北
宋
の
晋
山
式
で
は

意
味
が
異
な
り
、
な
お
か
つ
定
例
儀
式
で
は
な
か
っ
た
。

北
宋
の
住
持
の
職
能
は
、
ま
ず
指
導
力
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
寺
院
に
住
居
し
て
運
営
を
統
括
す
る
運
営
力
と
、
行
脚
寄
留

し
て
く
る
修
行
者
を
接
化
し
仏
法
を
伝
え
て
い
く
と
と
も
に
在
俗
信
者
に
説
法
し
て
い
く
説
明
力
、
さ
ら
に
世
間
的
に
も
僧
団
的
に
も
認

証
を
受
け
て
、
そ
の
言
動
に
宗
教
的
な
根
拠
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
住
持
が
、
僧
団
と
社
会
の
両
方
で
認
証
を
得
て
、
聖
凡
の
両
者
を
教
化
し
て
い
く
役
割
を
担
う
と
い
う
の
は
、
社
会
参
加

を
強
く
意
識
す
る
大
乗
菩
薩
思
想
の
現
れ
＝
大
乗
化
現
象
で
あ
る
と
仮
説
す
る
。
つ
ま
り
従
来
の
制
度
史
に
よ
る
研
究
も
必
要
だ
が
、
住

持
制
度
と
寺
院
制
度
を
、
大
乗
菩
薩
思
想
の
展
開
と
い
う
思
想
史
的
視
座
か
ら
考
察
し
て
い
く
必
要
を
提
言
し
た
い
。

最
後
に
、「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
、
宋
代
、
仏
教
は
中
央
集
権
が
進
む
宋
王
朝
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
僧

団
の
住
持
制
度
も
行
政
機
関
に
よ
る
認
可
制
（
な
い
し
許
可
制
）
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
だ
が
今
回
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
少
な

く
と
も
北
宋
期
は
、
住
持
選
出
と
任
用
に
は
僧
団
の
合
議
推
薦
と
い
う
自
治
が
存
在
し
、
行
政
機
関
の
認
証
で
あ
っ
た
。

東
ア
ジ
ア
住
持
制
度
は
、
こ
の
『
禅
苑
清
規
』
の
合
議
推
薦
認
証
制
を
祖
型
と
し
て
、
南
宋
で
は
『
校
定
清
規
』
な
ど
、
元
で
は
『
勅

修
百
丈
清
規
』
な
ど
が
制
作
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
が
日
本
へ
と
移
設
さ
れ
て
、
広
く
住
持
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
展

開
を
考
え
る
と
き
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
東
ア
ジ
ア
の
僧
団
は
国
家
の
統
制
下
に
あ
り
、
住
持
就
任
に
認
可
を
必
要
と
し
、
王

朝
と
仏
教
の
関
係
は
専
制
国
家
と
そ
れ
を
下
支
え
す
る
共
同
体
で
あ
っ
た
と
い
う
二
極
構
図
は
再
考
を
要
し
よ
う
。
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注（
１
）�
内
藤
湖
南
『
中
国
近
世
史
』
内
藤
湖
南
全
集
第
一
〇
、
筑

摩
書
房
、
一
九
六
九
年
。
宮
崎
市
定
『
東
洋
的
近
世
』
中

央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
。

（
２
）�

牧
田
諦
亮
『
五
代
宗
教
史
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、

一
九
七
一
年
、
論
攷
篇
一
、五
代
王
朝
の
宗
教
政
策
。

（
３
）�

北
宋
の
仏
教
と
政
治
・
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
先
賢
の
研
究
が
あ
る
。
塚
本
善
隆
『
中
国
近
世
仏
教
史

の
諸
問
題
』
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
第
一
部
第
一

宋
の
財
政
難
と
仏
教
。
高
雄
義
堅『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』

百
華
苑
、一
九
七
五
年
、第
一
章
～
三
章
。
竺
沙
雅
章
『
中

国
仏
教
社
会
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
二
年
。
竺

沙
雅
章
『
宋
元
仏
教
文
化
史
研
究
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
、
第
三
部
宋
代
の
社
会
と
宗
教
、
第
一
章
宋

初
の
政
治
と
宗
教
。
黄
啓
江
『
北
宋
仏
教
史
論
稿
』
台
湾

商
務
印
書
館
、
一
九
九
七
年
。
ち
な
み
に
先
行
研
究
は
、

二
〇
世
紀
に
流
行
し
た
皇
国
史
観
や
発
達
史
観
（
唯
物
史

観
）
に
基
づ
く
こ
と
が
多
く
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
れ
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
で
あ
れ
こ
の
よ
う
な
対
立
史
観
は
、
単
純
な
二

極
構
造
で
歴
史
を
語
ろ
う
と
す
る
た
め
、注
意
が
必
要
だ
。

も
ち
ろ
ん
な
か
に
は
竺
沙
氏
の
よ
う
に
、
社
会
文
化
史
的

視
点
か
ら
の
研
究
も
存
在
す
る
。

（
４
）�

た
と
え
ば
林
徳
立
氏
は
「
国
家
が
仏
教
教
団
に
対
し
て
絶

対
的
優
位
に
立
ち
、
思
う
が
ま
ま
に
教
団
を
操
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
貴
族
政
治
に
代
わ
る
宋
代
の
君
主
独

裁
制
の
確
立
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

林
徳
立
『
中
国
禅
宗
叢
林
清
規
史
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書

林
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
一
頁
。
鄭
夙
雯
「
十
方
住
持
制

の
形
成
過
程
」『
印
仏
研
』
五
三
―
一
、二
〇
〇
四
年
。

（
５
）�

以
下
の
北
宋
の
僧
侶
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
次
の
教
章
を

参
照
し
た
。
高
雄
義
堅
「
宋
代
の
仏
教
諸
制
度
」
同
『
中

国
仏
教
史
論
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
二
年
。
小
川
貫
弌

「
宋
代
寺
院
の
特
質
」『
印
仏
研
』一
七
―
一
、一
九
六
八
年
。

小
坂
機
融
「
宋
代
寺
院
僧
尼
制
度
と
清
規　

―
特
に
籍
帳

の
供
申
と
行
遊
の
判
憑
を
中
心
に
―
」『
駒
沢
大
学
仏
教

学
部
研
究
紀
要
』
二
六
、一
九
六
八
年
。
竺
沙
雅
章
『
中

国
仏
教
社
会
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
二
年
、
前

編
第
一
章
、
宋
代
売
牒
考
。
竺
沙
雅
章
「
宋
代
仏
教
社
会

史
に
つ
い
て
」
佐
竹
靖
彦
ほ
か
編
『
宋
元
時
代
史
の
基
本

問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
。

（
６
）�

黄
敏
枝
「
宋
代
政
府
対
於
寺
院
的
管
理
政
策
」『
東
方
宗

教
研
究
』
一
期
、
一
九
八
七
年
、
一
一
三
頁
。
ち
な
み
に

日
本
語
訳
は
「
十
方
住
持
は
州
の
僧
正
司
が
候
補
の
名
簿

（
五
人
あ
る
い
は
四
人
）
を
提
供
す
る
の
に
よ
る
の
だ
が
、
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最
後
の
決
定
権
は
官
府
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。ゆ
え
に
、

政
府
は
住
持
の
選
定
に
介
入
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら

に
全
て
の
権
利
の
決
定
に
、
官
僚
が
干
渉
す
る
色
彩
が
相

当
濃
厚
で
、
完
全
に
政
府
の
管
理
目
的
に
符
合
し
て
い

る
。」
と
な
る
。
ま
た
黄
敏
枝
『
宋
代
仏
教
社
会
経
済
史

論
集
』
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
九
年
。

（
７
）�

金
井
徳
幸
「
宋
代
禅
刹
の
住
持
差
充
と
そ
の
周
辺
」『
禅

文
化
研
究
所
紀
要
』
二
六
、二
〇
〇
二
年
、
一
七
八
頁
。

（
８
）�

認
可
と
認
証
の
違
い
は
、
認
可
は
あ
る
行
為
や
文
書
に
対

し
て
、
行
政
機
関
の
同
意
と
事
前
審
査
を
経
て
、
要
件
を

満
た
し
て
い
れ
ば
行
政
機
関
が
法
律
上
の
効
力
を
許
可
す

る
。
一
方
、
認
証
は
あ
る
行
為
や
文
書
が
、
正
当
な
手
続

き
で
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、行
政
機
関
が
そ
れ
を
証
明
す
る
。

（
９
）�

天
一
閣
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
研
究
院
歴
史
研
究
所『
天

一
閣
蔵
明
鈔
本
天
聖
令
校
証
』
上
下
冊
、
中
華
書
局
、

二
〇
〇
六
年
。

（
10
）�

竺
沙
雅
章
「
宋
代
仏
教
社
会
史
に
つ
い
て
」
佐
竹
靖
彦
ほ

か
編
『
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
七
年
、
四
五
六
頁
。

（
11
）�

こ
の
唐
の
僧
道
格
の
条
文
は
、
鄭
顕
文
『
唐
代
律
令
制
研

究
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
に
よ
る
。

（
12
）�『
慶
元
条
法
事
類
』
新
文
豊
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、

四
七
六
頁
下
。「
保
明
」
は
担
保
証
明
で
、
保
証
す
る
、

許
可
す
る
。「
定
差
」
は
差
定
で
、
当
役
者
を
決
定
し
て

差
遣
す
る
。

（
13
）�『
勅
修
百
丈
清
規
』
巻
三
、
議
挙
住
持
。
大
正
蔵

四
八
、一
一
三
〇
頁
中
。

（
14
）�『
禅
苑
清
規
』
は
、
新
文
豊
出
版
公
司
版
『
卍
続
蔵
経
』

第
一
一
一
冊
所
収
本
の
『
重
彫
補
註
禅
苑
清
規
』
を
用
い

た
。
以
下
こ
れ
を
「『
禅
苑
清
規
』」
と
略
称
し
、
頁
数
を

挙
げ
る
場
合
、「
卍
続
蔵
巻
某
某
、
某
頁
」
と
表
記
す
る
。

ち
な
み
に
『
禅
苑
清
規
』
以
外
の
『
卍
続
蔵
経
』
か
ら
引

用
す
る
資
料
の
巻
数
頁
数
も
、
す
べ
て
新
文
豊
出
版
公
司

版
に
拠
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
『
禅
苑
清
規
』
の
略

称
表
記
に
準
ず
る
。『
禅
苑
清
規
』
に
つ
い
て
は
、
中
世

禅
籍
叢
刊
編
集
委
員
会
編
『
禅
宗
清
規
集
』
中
世
禅
籍
叢

刊
第
六
巻
、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
の
『
禅
苑

清
規
』
を
参
照
し
た
。
訓
註
と
し
て
は
、
鏡
島
元
隆
、
佐

藤
達
玄
、
小
坂
機
融
共
編
『
訳
註
禅
苑
清
規
』
曹
洞
宗
宗

務
庁
、
一
九
七
二
年
。
お
よ
び
中
尾
良
信
、
尾
崎
正
善
、

晴
山
俊
英
編
著
『
禅
語
録
傍
訳
全
書　

禅
苑
清
規
』
全
四

巻
、
四
季
社
、
二
〇
〇
六
年
～
二
〇
〇
七
年
が
あ
る
。

（
15
）�『
禅
苑
清
規
』
巻
七
、
請
尊
宿
、
卍
続
蔵
巻
一
一
一
、九
一
四

頁
下
。「
備
辨
」
は
用
意
す
る
。「
防
避
」
は
予
防
し
迴
避

す
る
。「
張
皇
」
は
拡
張
し
盛
大
に
す
る
、
勢
い
を
盛
ん

に
す
る
。「
声
勢
」
は
勢
い
、
気
勢
。「
張
皇
声
勢
」
は
虚
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張
声
勢
に
同
じ
で
、
派
手
に
す
る
、
虚
勢
を
張
る
。

（
16
）�
閑
居
官
員
に
つ
い
て
は
、
竺
沙
雅
章
『
宋
元
仏
教
文
化
史

研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
三
部
宋
代
の
社
会

と
宗
教
、
第
八
章
宋
代
官
僚
の
寄
居
に
つ
い
て
、
を
参
照

し
た
。

（
17
）�『
禅
苑
清
規
』
巻
七
、
尊
宿
受
疏
、
卍
続
蔵
巻
一
一
一
、九
一
四

頁
下
～
九
一
五
頁
下
。

（
18
）�『
禅
苑
清
規
』
巻
七
、
尊
宿
受
疏
、
卍
続
蔵
巻

一
一
一
、九
一
五
頁
上
～
下
。「
或
大
展
九
拝
、
或
両
展
三

礼
」
の
「
大
展
」
と
は
、
座
具
を
全
部
広
げ
て
長
方
形
に

し
て
、身
体
を
臥
伏
叩
頭
す
る
五
体
投
地
の
礼
式
。「
両
展
」

と
は
、
座
具
を
半
分
広
げ
て
正
方
形
に
し
て
、
身
体
を
座

伏
叩
頭
す
る
五
肢
触
地
の
礼
式
。
ま
た
後
の
晋
山
式
の
項

で
登
場
す
る
「
触
礼
」
は
、
立
位
の
場
合
は
、
座
具
を
畳

ん
だ
棒
状
の
ま
ま
で
手
に
持
ち
、
座
具
が
触
地
す
る
ま
で

低
頭
す
る
か
、逆
に
持
ち
上
げ
る
礼
式
。
坐
位
の
場
合
は
、

座
具
を
折
り
た
た
ん
で
短
冊
状
に
し
て
、
身
体
を
座
伏
し

て
座
具
に
叩
頭
す
る
礼
式
。
こ
れ
ら
の
礼
式
の
他
に
、
触

地
し
な
い
問
訊
や
揖
な
ど
が
あ
る
。
身
体
所
作
は
名
称
が

同
じ
で
も
、
時
代
と
地
域
に
よ
り
変
化
が
あ
る
の
で
難
解

で
あ
る
。

（
19
）�『
禅
苑
清
規
』
巻
七
、
尊
宿
入
院
、
卍
続
蔵
巻
一
一
一
、九
一
五

頁
下
。「
人
事
」
は
仁
義
・
慈
悲
に
従
っ
て
世
間
の
礼
を

な
す
こ
と
、
世
事
・
世
辞
・
礼
節
。「
声
法
事
」
は
梵
唄
・

声
明（
唱
名
）す
る
こ
と
。「
象
駕
」は
高
僧
が
来
る
。「
看

官
」
は
官
を
訪
問
す
る
。「
択
日
」
は
吉
日
、
吉
日
を
選

択
す
る
、選
択
し
た
日
。「
択
日
選
時
」と
も
さ
れ
る
。「
迎

請
」
は
出
迎
え
る
。「
打
畳
」
は
手
配
す
る
、
整
理
す
る
。

「
候
」
は
時
候
、
時
期
、
状
況
。「
定
畳
」
は
安
定
す
る
、

妥
当
な
、
確
実
な
、
適
切
な
。

（
20
）�『
祖
庭
事
苑
』
巻
八
、
雑
志
、
開
堂
の
項
。
卍
続
蔵
経
巻

一
一
三
、二
三
五
頁
上
～
下
。
ち
な
み
に
『
宋
会
要
輯
稿
』

道
釈
二
之
八
で
は
「
毎
生
辰
、
必
進
新
経
。
前
両
日
、
二

府
皆
集
、
以
観
翻
訳
、
謂
之
開
堂
」
と
あ
る
。

（
21
）�

黄
啓
江「
北
宋
的
訳
経
潤
文
官
与
仏
教
」『
故
宮
学
術
季
刊
』

七
―
四
。
一
九
九
〇
年
、一
三
～
三
一
頁
。
の
ち
、同
『
北

宋
仏
教
史
論
稿
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
七
年
に
所

収
。
竹
内
孝
善
「
宋
代
翻
訳
経
典
の
特
色
に
つ
い
て
」『
密

教
文
化
』
一
一
三
、一
九
七
六
年
。

（
22
）�『
大
漢
韶
州
雲
門
山
大
覚
禅
寺
大
慈
雲
匡
聖
宏
明
大
師
碑

銘
』、『
全
唐
文
』
八
九
三
。

（
23
）�『
天
聖
広
灯
録
』
巻
一
二
、
幽
州
談
空
章
、
卍
続
蔵
経
巻

一
三
五
、七
一
〇
頁
下
。

（
24
）�
以
上
の
引
用
は
、
卍
続
蔵
経
巻
一
三
五
、
金
沙
章
、

七
一
一
頁
下
、
広
慧
志
全
章
、
八
八
九
頁
上
、
報
本
義
円

章
、
八
九
〇
頁
上
。
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（
25
）�『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
六
、
漳
州
。

（
26
）�『
建
中
靖
国
続
灯
録
』
巻
六
、
大
覚
懐
璉
章
、
卍
続
蔵
経

巻
一
三
六
、一
〇
〇
頁
下
。

（
27
）�『
建
中
靖
国
続
灯
録
』
巻
六
、
大
覚
懐
璉
章
、
卍
続
蔵
経

巻
一
三
六
、一
〇
〇
頁
下
～
一
〇
一
頁
下
。

（
28
）�

た
と
え
ば
仏
陀
徳
遜
は
「
詔
旨
を
奉
じ
て
慧
林
に
住
（
奉

詔
旨
住
慧
林
）」
し
て
、
開
堂
の
日
に
皇
帝
か
ら
「
降
香
」

が
あ
り
、拈
香
祝
聖
を
行
っ
て
い
る
。『
建
中
靖
国
続
灯
録
』

巻
一
三
、
仏
陀
徳
遜
章
、
卍
続
蔵
経
巻
一
三
六
、一
九
七

頁
下
。

（
29
）�

鄭
夙
雯
氏
は
、
北
宋
の
首
山
下
の
開
堂
で
既
に
「
一
、
拈

香
祝
聖
。
二
、
拈
香
文
武
官
僚
。
三
、
嗣
法
香
」
の
形
式

が
あ
っ
た
と
す
る
が
、
祝
聖
な
ど
は
、
布
施
や
臨
席
が
あ

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
開
堂
の
定
例
儀
式
で
は
な
い
。
ま

た
鄭
氏
が
典
拠
に
す
る
『
古
尊
宿
語
録
（
古
尊
宿
語
要
）』

は
、
南
宋
の
刊
行
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
の
後
に
改
版
も

さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
っ
て
、
内
容
を
た
だ
ち
に
北
宋
の

事
例
と
は
で
き
な
い
。
北
宋
資
料
に
よ
っ
て
傍
証
す
る
必

要
が
あ
る
。
鄭
夙
雯
「
宋
代
禅
林
に
お
け
る
「
祝
聖
上
堂
」

の
意
義
」『
印
仏
研
』
五
一
―
二
、二
〇
〇
三
年
、七
八
頁
。

ま
た
鄭
夙
雯
『
宋
初
期
臨
済
宗
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
、

二
〇
〇
六
年
、
第
五
章
第
一
節
宋
代
禅
林
に
お
け
る
祝
聖

行
事
。

（
30
）�『
禅
苑
清
規
』巻
七
、卍
続
蔵
巻
一
一
一
、九
一
六
頁
上
。「
揚

化
」は
法
門
を
発
揮
発
揚
、教
化
指
導
す
る
こ
と
。「
表
異
」

は
表
彰
、
旌
表
つ
ま
り
賞
賛
し
伝
承
す
る
こ
と
。「
知
事
」

は
通
暁
し
て
い
る
こ
と
、
統
轄
す
る
こ
と
。

（
31
）�『
宗
門
十
規
論
』
挙
令
提
綱
不
知
血
脈
第
三
、
卍
続
蔵
経

巻
一
一
〇
、八
七
八
頁
下
。

（
32
）�

前
掲
注
４
、６
。
た
と
え
ば
鄭
夙
雯
氏
は
、
十
方
住
持
制

寺
院
に
お
い
て
は
、
仁
宗
朝
の
時
に
住
持
は
官
府
の
認
可

が
必
要
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
鄭
夙
雯
「
十
方
住
持
制

の
形
成
過
程
」『
印
仏
研
』
五
三
―
一
、二
〇
〇
四
年
、

一
四
四
～
一
四
五
頁
。
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